
部活動での指導ガイドライン及び部活動指導の手引
の策定について

１ 策定の趣旨
部活動は，学校教育活動の一環として，スポーツや文化に興味と関

心をもつ同好の生徒が，自主的，自発的に参加することにより，学習
意欲の向上や自己肯定感，責任感，連帯感の涵養等に資するなど，大
きな教育的意義を有している。一方，指導の過熱化や教員の多忙化な
どが課題となっており，これまで適切な休養日の設定や体罰・暴言の
防止に関する通知，部活動での指導ガイドライン【暫定版】等を発出
してきた。

３月にスポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイ
ドライン」が公表されたことを受け，学校全体としての指導・運営に
関する体制の構築と生徒のバランスの取れた健全な成長と教職員のワ
ーク・ライフ・バランスの実現を目指すため，県教委としての部活動
での指導ガイドライン及び部活動指導の手引をまとめたもの。

２ ガイドラインの内容
（１）適切な休養日設定
（２）指導・運営に係る体制の構築
（３）今後の研究事項

３ 部活動指導の手引の内容
（１）指導者として
（２）体罰等の禁止
（３）学校組織全体での指導
（４）活動計画の立案
（５）活動の充実
（６）事故防止対策等
（７）指導者間の連携
（８）地域（スポーツ少年団等）との連携

４ 対象
○ 県立の中学校，高等学校，特別支援学校
○ 運動部以外の文化部も含む

５ 今後の取組
① 市町村教育委員会への十分な説明とフォローアップ
② 各学校への活動方針等策定に向けたフォローアップ
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